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〇
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
十
八
号

次
の
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
が
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
委

員
会
の
作
成
す
る
名
簿
か
ら
抹
消
さ
れ
た
の
で
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え

我
が
国
が
実
施
す
る
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
三
条
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
六
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

坂
井

学

氏
名
ハ
ッ
ジ
ャ
ー
ジ
ュ
・
ビ
ン
・
フ
ァ
ハ
ド
・
ア
ル
・
ア
ジ
ュ
ミ
ー
（
H
A
JJA
J
B
IN
F
A
H
D
A
L
A
JM
I ）

名
簿
に
記
載
さ
れ
た
年
月
日
2014年

８
月
15日
（
2020年

11月
24日
に
改
訂
）

名
簿
記
載
者
公
告
番
号
Ｑ
Ｉ

199




